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出
雲
国
造
は
古
代
大
和
三
権
の
信
仰
と
は
異
な
る
独
自
の
信
仰
を
背
景
に
、
大
化
前
代
よ
り
出
雲
の
意
宇
地
方
を
本
拠
に

一
大
勢
力
を
誇

っ
た
地
方
豪
族
で
あ
る
。

律
令
体
制
以
後
は
国
造
の
交
替
ご
と
に
京
に
上
り
、
天
皇
の
寿
命
を
寿
ぐ
神
賀
詞
を
奏
上
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て
朝
廷
と
の
関
係
を
保
ち
続
け
て
き
た
。
こ
の
儀
礼
と

信
仰
の
研
究
は
古
代
出
雲
の
固
有
信
仰
の
解
明
の
み
な
ら
ず
、
古
代
王
権
研
究
に
と
っ
て
も
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
歴
史
資
料
の
中
か
ら
出
雲
国
造
に
関
係
す
る
史
料
を
蒐
集
し
、　
一
つ
一
つ
の
史
料
に
つ
い
て
注
釈
を
試
み
る
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
出
雲
国
造
の

歴
史
と
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
古
代
出
雲
信
仰
の
解
明
に
繋
げ
て
ゆ
く
。

キ
ー
ワ
ー
ド

¨
出
雲
国
造
　
神
賀
詞
　
も
の
忌
み
　
就
任
儀
礼
　
古
代
王
権

は
じ
め

に

出
雲
国
造

（い
ず
も
の
く
に
の
み
や
つ

，こ

は
出
雲
東
部
の
意
宇
地
方
を
支
配

し
た
古
代
豪
族
の
首
長
を
指
す
名
称
で
あ
る
。
大
化
前
代

（上ハ
四
五
年
以
前
）

に
は
国
内
に
約
百
四
十
の
国
造
が
各
地
を
支
配
し
て
い
た
が
、
な
か
で
も
こ
の

出
雲
国
造
は
宮
廷
信
仰
と
は
異
な
る
独
自
の
信
仰
を
背
景
に
こ
の
地
方
の
祭
政

の

一
切
を
掌
握
し
、
山
陰
道
に

一
大
勢
力
を
も

っ
た
地
方
豪
族
で
あ

っ
た
。
や

が
て
大
和
朝
廷
に
よ
つ
て
制
圧
さ
れ
、
服
属
支
配
下
に
置
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ

た
。
八
世
紀
に
入
る
と
出
雲
国
に
国
司
が
着
任
す
る
よ
う
に
な
り
、
出
雲
国
造

は
意
宇
郡
を
治
め
る
単
な
る
郡
司
と
し
て
大
領
職
に
格
下
げ
さ
れ
た
。
そ
の
の

ち
行
政
権
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
祭
祀
権
の
み
を
担
当
す
る
家
筋
と
し
て
存
続

す
る
よ
う
に
な
る
。
出
雲
大
社
の
宮
司
を
務
め
る
千
家
氏
は
こ
の
出
雲
国
造
の

末
裔
で
、
現
在
の
千
家
尊
祐
氏
は
第
八
十
四
代
出
雲
国
造
を
名
乗

っ
て
い
る
。

大
和
朝
廷
と
は
異
な
る
勢
力
と
し
て
出
雲
地
方
に
君
臨
し
て
き
た
出
雲
国
造

家
の
歴
史
は
、
日
本
古
代
王
権
の
研
究
に
と

つ
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い

貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
な
か
で
も
国
造
の
就
任
儀
礼
は
天
皇
の
就
任
儀
礼
で

あ
る
大
嘗
祭
を
研
究
す
る
う
え
で
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
出
雲
国
造
に
関
す
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る
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
古
代
王
権
研
究
に
と
つ
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き

な
い
。

本
稿
で
は
ま
ず
基
礎
研
究
と
し
て
、
出
雲
国
造
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
記
事
を

歴
史
資
料
の
中
か
ら
抽
出
し
注
釈
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。
使
用
し
た
テ
ク

ス
ト
は

『
続
日
本
紀
』
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
類
衆
国
史
』
『
類
衆
三

代
格
』
『
類
衆
符
宣
抄
』
『
令
義
解
』
『
延
喜
式
』
は
国
史
大
系
本
、
正
倉
院
文

書
は

『寧
楽
遺
文
』
、
『
貞
観
儀
式
』
は
故
実
叢
書
本
、
『
日
本
書
紀
』
『
風
土
記
』

は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠

つ
た
。
原
文
は
す
べ
て
漢
文
で
あ
る
が
、

私
に
訓
読
し
て
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
文
に
し
た
も
の
を
掲
出
し
、
簡
単
な
説

明
を
加
え
た
。
な
お
掲
載
順
は
年
代
の
わ
か
る
も
の
を
先
に
し
て
年
代
順
と
し
、

年
代
不
明
な
も
の
は
史
料
の
編
纂
年
順
と
し
た
。

◆

『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
五
年

（六
五
九
）
是
歳
条

是
歳
、
出
雲
国
造

［名
を
開
せ
り
。］
に
命
せ
て
、
神
の
宮
を
修
厳
は
し
む
。
狐
、

於
友
郡
の
役
丁
の
執
れ
る
葛
の
末
を
噛
ひ
断
ち
て
去
ぬ
。
又
、
狗
、
死
人
の
手

臀
を
言
屋
社
に
噛
ひ
置
け
り
。
冨
［屋
、
此
を
ば
伊
浮
瑯
と
云
ふ
。
天
子
の
崩
り
ま

さ
む
兆
な
り
。］

斉
明
天
皇
五
年
に
出
雲
国
造
に
命
じ
て
神
宮
を
修
造
さ
せ
た
が
、
こ
の
と

き
に
奇
妙
な
現
象
が
生
じ
た
。
あ
る
い
は
こ
れ
が
天
皇
の
崩
御
を
示
す
前
兆

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
記
事
。

国
造
は
大
化
前
代
に
大
和
朝
廷
よ
り
任
じ
ら
れ
た
地
方
豪
族
。
「く
に
の

み
や
つ
こ
」
と
も
。
政
治
と
祭
祀
の
双
方
を
掌
握
し
た
点
で
、
律
令
制
下
の

新
国
造
と
異
な
る
。
出
雲
国
造
は
出
雲
国
意
宇
地
方
を
治
め
た
国
造
で
、
代
々

出
雲
臣
が
世
襲
し
た
。

「神
の
宮
」
は
出
雲
大
社
と
す
る
説
と
熊
野
大
社
と

す
る
説
と
あ
る
が
、
「於
友
郡
の
役
丁
」
と
も
あ
る
の
で
熊
野
大
社
と
す
る

の
が
妥
当
。

◆

『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年

（七
王
Ｃ

一
一月
十
日
条

○
丁
巳
、
出
雲
国
の
国
造
外
正
七
位
上
出
雲
臣
果
安
、　
斎

し
党
り
て
神
賀
事

を
奏
す
。
神
祗
大
副
中
臣
朝
臣
人
足
、
其
の
詞
を
以
て
奏
聞
す
。
是
の
日
、
百

官
斎
す
。
果
安
よ
り
祝
部
に
至
る
ま
で

一
百

一
十
余
人
に
、
位
を
進
め
禄
を
賜

ふ
こ
と
各
差
有
り
。

出
雲
国
造
に
よ
る
神
賀
詞
奏
上
の
初
出
記
事
。
出
雲
国
造
は
補
任
さ
れ
る

と
、　
一
年
間
の
斎

（も
の
忌
み
）
の
の
ち
上
京
し
て
神
賀
詞
を
奏
上
す
る
。

神
賀
詞
は
霊
魂
を
奉

っ
て
服
従
を
誓
う
と
同
時
に
、
天
皇
の
寿
命
を
寿
ぐ
寿

詞
。
翌
年
同
じ
よ
う
に

一
年
間
の
斎
を
し
て
も
う

一
度
神
賀
詞
を
奏
上
す
る

の
が
常
例
だ

っ
た
。
奈
良
時
代
の
神
賀
詞
奏
上
の
記
録
は

『
続
日
本
紀
』
に

あ

っ
て
、
こ
の
霊
亀
二
年
の
記
事
が
初
出
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
を
も

つ
て

神
賀
詞
奏
上
が
こ
の
年
よ
り
始
め
ら
れ
た
と
見
る
の
は
早
計
。
こ
の
記
事
以

前
に
も
、
出
雲
国
造
の
就
任
に
際
し
て
神
賀
詞
奏
上
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
和
田
率
は
論
拠
を
挙
げ
て

「出
雲
国
造
に
よ
る

神
賀
詞
奏
上
は
天
武
朝
に
始
ま

つ
た
」
と
論
じ
て
い
る

（
「出
雲
国
造
と
変
若

水
し
。
な
お
こ
の
記
事
に
は
神
宝
献
上
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
。

「国
造
」
は
大
化
前
代
の
地
方
豪
族
を
意
味
す
る
の
が

一
般
で
あ
る
が
、

こ
こ
は

「出
雲
国
の
国
造
」
と
あ
る
の
で
律
令
制
下
の
新
国
造
を
指
す
。
新

国
造
は
大
化
前
代
の
国
造
と
は
異
な
り
、　
一
国
に

一
国
造
が
置
か
れ
、
そ
の
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国
の
神
祗
祭
祀
を
掌

つ
た
。

コ
」
の
当
時
、
出
雲
国
造
は
就
任
と
同
時
に
本

拠
の
意
宇
郡
の
大
領
を
兼
任
す
る
慣
行
が
あ

っ
た
の
で
、
果
安
も
同
郡
大
領

に
な

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
「
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
し
。

な
お

「出
雲
臣
」
は
天
穂
日
命
を
祖
と
す
る
出
雲
国
の
豪
族
で
、
出
雲
国

造
に
は
代
々
出
雲
臣
の

一
族
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な

つ
て
い
た
。

「果
安
」

は
、
「出
雲
国
造
系
図
」
に
和
銅
元
年

（七
〇
八
）
に
第
二
十
五
代
出
雲
国
造

に
任
ぜ
ら
れ
た
と
あ
り
、
出
雲
国
造
と
し
て
実
名
の
知
ら
れ
る
最
初
の
人
物
。

但
し
、
国
造
就
任
を
和
銅
元
年

（七
〇
人
）
と
す
る
は
、
不
審
。
和
銅
八
年

（七
一
五
）
頃
な
ら
規
定
と
岨
齢
し
な
い
。

「神
祗
大
副
中
臣
朝
臣
人
足
、
其
の
詞
を
以
て
奏
聞
す
」
に
つ
い
て
、
新

大
系
に

「奏
上
の
儀
式
の
場

（大
極
殿

・
大
安
殿
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
）
に
、

天
皇
が
出
御
し
て
い
な
か

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
出
御
し
て
い
て
も
神
祗

官
が
奏
聞
し
た
の
か
、
未
詳
」
と
あ
る
が
、
「天
皇
は
国
造
の
賀
詞
奏
上
に

現
れ
て
い
な
か
つ
た
」
「
古
代
出
雲
し

と
す
る
の
が
妥
当
。
た
だ
こ
れ
以
後

は
天
皇
臨
御
が
常
態
。

「是
の
日
、
百
官
斎
す
」
と
あ
る
の
は
、
式
部
省
式

下
に

「其
日
諸
司
廃
務
」
と
あ
る
よ
う
に
、
神
賀
詞
奏
上
が
行
わ
れ
る
日
は

文
武
百
官
の
勤
務
が
休
日
と
な

つ
た
と
い
う
こ
と
。

「神
祗
大
副
」
は
神
祗
官
の
次
官
。
神
祗
官
に
は
、
伯
、
大
副

・
少
副
、

大
祐

。
少
祐
、
大
史

。
少
史
の
四
等
官
の
他
に
、
神
部

・
卜
部

。
使
部
な
ど

が
属
す
。
大
副
は
従
五
位
下
相
当
。
「祝
部
」
は
、
神
主
、
市
宜
に
続
く
下

級
神
官
。

こ
こ
で
は
、
上
京
し
て
き
た
出
雲
各
社
の
神
職
。
臨
時
祭
式
に

「国
司
率
国
造
諸
祝
部
斉
子
弟
等
入
朝
」
と
あ
る
の
で
、
「進
位

・
賜
禄
の
対

象
と
な

つ
た

一
一
〇
余
人
は
朝
廷
に
来
て
い
た
可
能
性
が
高
い
」
（新
大
系
）。

な
お
出
雲
か
ら
都
ま
で
の
所
要
日
数
は
、
主
計
式
上
に
よ
れ
ば
、
上
り
十
五

日

ｏ
下
り
八
日
と
あ
る
。
た
だ
調
庸
の
輸
送
が
な
い
の
で
、
下
り
の
日
数
に

近
い
か
。

◆

『
続
日
本
紀
』
養
老
八
年

（七
一
一四
）
正
月
二
十
七

・
二
十
八
日
条

○
戊
子
、
出
雲
国
造
外
従
七
位
下
出
雲
臣
広
嶋
、
神
賀
辞
を
奏
す
。
○
己
丑
、

広
嶋
と
祝

・
神
部
ら
と
に
、
位
を
授
け
禄
を
賜
ふ
こ
と
各
差
有
り
。

果
安
の
後
を
う
け
て
第
二
十
六
代
出
雲
国
造
に
就
任
し
た
の
が
、
こ
こ
に

登
場
す
る

「広
嶋
」
。
就
任
年
は
不
明
。
『
出
雲
国
風
土
記
』
巻
末
記
に

「国

造
帯
意
宇
郡
大
領
外
正
六
位
上
勲
十
二
等
　
出
雲
臣
広
嶋
」
と
見
え
、
「出

雲
国
計
会
帳
」
に
も

「国
造
帯
意
宇
郡
大
領
外
正
六
位
上
勲
十
二
等
出
雲
臣

広
嶋
」
と
あ
る
の
で
、
出
雲
国
造
は
意
宇
郡
の
大
領
を
兼
任
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
次
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
二
年
後
の
神
亀
三
年

（七
一
一二Ｃ

二
月
、
再
度
上
京
し
て
神
社
の
剣

・
鏡

。
な
ら
び
に
自
馬

・
鵠
な
ど
を
献
上

し
、
位
三
階
を
進
め
ら
れ
、
絶

。
綿

。
布
を
賜

っ
て
い
る
。
三
度
目
の
神
賀

詞
奏
上
が
行
な
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

広
嶋
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』
に

「天
平
五
年

（七

三
二
）
二
月
に
勘
造
さ
れ
た

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
総
括
責
任
者
と
し
て
、

巻
末
に

「国
造
帯
意
宇
郡
大
領
外
従
六
位
上
勲
十
二
等
出
雲
臣
広
嶋
」
と
署

名
し
て
い
る
。
同
年
の

『
出
雲
国
計
会
帳
』
に
も
同
じ
署
名
が
あ
る
。
天
平

十
年
二
月
、
外
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。
同
十
八
年
二
月
に
出
雲
臣
弟
山

が
同
国
造
に
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
頃
卒
去
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」

と
あ
る
。
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◆

『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年

（七
一
一上Ｃ

一
一月
二
日
条

○
辛
亥
、
出
雲
国
造
従
六
位
上
出
雲
臣
広
嶋
斎
事
畢
は
り
て
、
神
社
の
剣

・
鏡

斉
せ
て
白
馬

・
鵠
等
を
献
る
。
広
嶋
斉
せ
て
祝
二
人
に
並
び
に
位
三
階
を
進
む
。

広
嶋
に
絶
廿
疋
、
綿
五
十
屯
、
布
六
十
端
、
自
余
の
祝
部

一
百
九
十
四
人
に
禄

を
賜
ふ
こ
と
各
差
有
り
。

「従
六
位
上
」
は
外
従
六
位
上
が
正
し
く
、
「外
」
が
落
ち
て
い
る
と
判
断

さ
れ
る
。
な
お
外
は
令
制
に
お
け
る
位
階
を
示
し
、
内
位
に
対
し
て
外
位
。

内
位
よ
り
や
や
低
く
、
位
田
は
内
位
の
半
分
。
外
正
五
位
下
よ
り
外
少
初
位

下
ま
で
二
十
階
あ
る
。

『
延
喜
式
』
巻
十
八

（式
部
上
）
に
は
、
「凡
そ
初
め
て
出
雲
国
造
に
任
じ

ら
れ
ば
、
四
階
を
進
め
て
叙
す
。
其
れ
斎
畢
り
て
神
寿
詞
を
奏
す
。
又
四
階

を
進
め
て
叙
す
。
進
み
加

へ
て
応
に
五
位
に
至
る
べ
き
者
は
、
勅
の
処
分
を

聴
る
す
」
と
の
規
定
が
あ
る
。
広
嶋
は
養
老
八
年

（七
二
四
）
に
は
外
従
七

位
下
だ
つ
た
の
で
、
五
階
昇
叙
し
た
こ
と
に
な
る
。

「斎
事
畢
は
り
て
」
は
、
最
初
の
神
賀
詞
奏
上

（養
老
八
年
正
月
）
後
、
出

雲
に
帰
っ
て
潔
斎

の
生
活
を
送

っ
た
こ
と
を
い
う
。
二
年
が
経
過
し
て
い
る

が
、
『
延
喜
式
』
巻
三

（臨
時
祭
）
の
規
定
で
は

「国
に
還
り
て
斎
す
る
こ
と

一
年
」
と
あ
る
。
何
か
の
事
情
で
二
回
目
の
奏
上
が

一
年
先
に
な

つ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

「神
社
」
は
出
雲
大
社
を
指
す
か
。
な
お
蓬
左
文
庫
本

。
兼
右
本

。
書
陵

部
谷
森
本

。
東
山
本
な
ど
の
本
文
は

「神
祉
」。
「祉
」
は
神
が
降
り
と
ど
ま
っ

て
幸
い
す
る
、
神
の
下
す
幸
い
、
幸
福
の
意
。
新
大
系
は
、
「神
祉
」
の
本

文
で

「か
み
や
し
ろ
」
の
ル
ビ
を
振
る
。

「神
社
の
剣

・
鏡
斉
せ
て
自
馬

・
鵠
等
を
献
る
」
に
つ
い
て
、
『
延
喜
式
』

巻
三

（臨
時
祭
）
「国
造
奏
神
賀
詞
」
に
は
、

玉
六
十
八
枚

［赤
水
精
八
枚
、
自
水
精
十
六
枚
、
青
石
玉
四
十
四
枚
］
、
金

銀
装
り
の
横
刀

一
口

［長
さ
一
一尺
上ハ
寸
五
分
］
、
鏡

一
面

［径
七
寸
七
分
］
、

倭
文
二
端

［長
さ
各

一
丈
四
尺
、
広
さ
二
尺
二
寸
。
並
び
に
案
に
置
く
］
、
白

眼
特
毛
馬

一
疋
、
自
鵠
二
翼
を

［軒
に
垂
ら
す
］
、
御
贄
五
十
昇

［昇
別

に
十
籠
を
盛
る
］。

と
あ
る
の
で
、
玉
を
欠
く
。
鴇
毛
は
と
き
毛
。
淡
い
紅
色
。
「絶
廿
疋
、
綿

五
十
屯
、
布
六
十
端
」
は
、
『
延
喜
式
』
巻
三

（臨
時
祭
）
「国
造
奏
神
賀
詞
」

に
、
「禄
の
法
は
国
造
絹
廿
疋
、
調
布
六
十
端
、
綿
五
十
屯
と
す
」
と
あ
る

の
と

一
致
す
る
。

「祝
部

一
百
九
十
四
人
」
は
、
出
雲
の
神
社
総
数
に
近
い
。
『
出
雲
国
風
土

記
』
総
説
に
は
、
天
口
は
せ
て
、
神
の
社
三
百
九
十
九
所
。　
一
百
八
十
四
所

［神
祗
官
に
在
り
。
］
一
一百

一
十
五
所

［神
祗
官
に
在
ら
ず
。
］」
と
あ
る
。
「神
祗

官
に
在
り
」
は
、
神
祗
官
が
作
成
し
て
い
た
諸
国
の
神
社
帳
に
そ
の
名
が
登

録
さ
れ
て
い
た
神
社
の
こ
と
。
『
延
喜
式
』
巻
九

。
十

（神
名
上
・
下
）
登
載

の
出
雲
国
の
神
社
数
は

「
一
百
八
十
七
座
」
。
「お
よ
そ
二
〇
〇
人
に
及
ぶ
大

集
団
が
神
宝
献
上
の
儀
式
に
参
加
す
べ
く
都
を
訪
れ
て
い
た
」
「
古
代
出
雲
し

こ
と
に
な
る
。

◆

『
出
雲
国
風
上
記
』
巻
末
記

（天
平
五
年

（七
壬
こ
）

天
平
五
年
二
月
対
日
、
勘

へ
造
る
。

秋
鹿
の
郡
の
人
、
神
宅
臣
全
太
理
、
国
造
に
し
て
意
宇

の
郡
の
大
領
を
帯
び
た
る
外
正
六
位
上
勲
十
二
等
　
出
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雲
臣
広
嶋
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
巻
末
に
総
括
責
任
者
と
し
て
、
出
雲
国
造
兼
意
宇

郡
大
領
で
あ

っ
た

「出
雲
臣
広
嶋
」
の
名
前
が

「神
宅
臣
全
太
理
」
と
と
も

に
見
え
る
。
「天
平
五
年
」
は
、
和
銅
六
年

（七
Ｉ
こ

風
土
記
撰
進
の
命
が

出
て
よ
り
二
十
年
目
。
Ｆ
」
の
年
の
二
月
に
二
十
日
が
存
在
し
た
か
疑
間
を

も
つ
説
が
あ

っ
た
が
、
益
田
勝
実

。
岡
田
清
子
の
研
究
で
、
大
日
本
古
文
書

の

『
写
経
目
録
』
天
平
五
年
二
月
舟
日
の
日
付
が
発
見
さ
れ
た
■
新
編
全
集
）。

「勘

へ
造
る
」
の

「勘
」
は
考
え
合
わ
せ
て
よ
く
調
べ
る
の
意
。
校
勘
＝
校

合

（数
種
の
異
本
を
く
ら
べ
合
わ
せ
て
、
そ
の
正
誤
異
同
を
正
し
定
め
る
）
に
近
い
。

「勲
」
は
勲
位
。
「国
家
の
功
労
者
に
与
え
る
位
階
。
令
制
で
は
原
則
と
し

て
軍
功
者
に
与
え
ら
れ
た
が
、
時
に
は
神
に
与
え
た
り
、
軍
功
に
よ
ら
な
い

場
合
も
あ
る
。
勲

一
等
以
下
十
二
等
に
分
か
れ
そ
れ
ぞ
れ
相
当
位
が
定
め
ら

れ
た
。　
一
〇
Ｃ
以
後
す
た
れ
た
が

一
人
七
六

（明
治
九
）
に
復
活
、
人
等
の

勲
位
を
定
め
た
」
「
角
川
　
日
本
史
辞
典
し
。

◆

『
正
倉
院
文
書
』
出
雲
国
計
会
帳
　
節
度
使
符
参
拾
弐
条

（天
平
五
年

（七

一一一一一一））

天
平
五
年
人
月

一
廿
日
符
、
壱
道

［国
造
に
し
て
意
宇
郡
の
大
領
を
帯
ぶ
る
外
正
六
位
上
勲
十

二
等
出
雲
臣
広
嶋
迫
状
］
人
月
廿
五
日
を
以
て
国
に
到
る
。

天
平
五
年

（七
〓
こ

八
月
二
十
日
付
で
節
度
使
か
ら
発
せ
ら
れ
た
符
が
、

人
月
二
十
五
日
に
出
雲
臣
広
嶋
の
も
と
に
到

っ
た
と
す
る
内
容
。
こ
の
記
事

に
も
広
嶋
は

「国
造
に
し
て
意
宇
郡
の
大
領
」
を
兼
任
し
て
い
る
と
あ
る
。

「計
会
帳
」
は

「律
令
制
に
お
い
て
、
太
政
官
以
下
諸
国
に
至
る
諸
官
司

が
、　
一
年
間
に
授
受
し
た
詔

・
勅

。
符
、
授
受
し
た
日
時
、
使
人
の
姓
名
な

ど
を
記
帳
し
、
定
日
ま
で
に
太
政
官
に
提
出
し
た
帳
簿
」
「
角
川
　
日
本
史

辞
典
し
。
「符
」
は
上
級
官
司
か
ら
直
属
被
官

へ
命
令
す
る
文
書
。
解
に
対
応

す
る
。
「壱
道
」
の

「道
」
は
、
符
を
数
え
る
単
位
か
。

◆

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
年

（士
一天
）
二
月
十
九
日
条

出
雲
国
造
外
正
六
位
上
出
雲
臣
広
嶋
に
外
従
五
位
下
。

こ
れ
ま
で
の
記
事
か
ら
、
広
嶋
は
七
二
四
年
に
外
従
七
位
下
、
七
二
六
年

に

（外
）
従
六
位
上

（五
階
昇
叙
）、
七
三
二
年
に
外
正
六
位
上

（三
階
昇
叙
）、

七
三
八
年
に
外
正
五
位
上

（四
階
昇
叙
）
と
昇
進
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

◆

『
続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年

（七
四
工Ｃ

〓
一月
七
日
条

○
丁
未
、
外
従
七
位
下
出
雲
臣
弟
山
に
外
従
六
位
下
を
授
け
、
出
雲
国
造
と
す
。

こ
の
記
事
は
出
雲
臣
弟
山
が
出
雲
国
造
に
就
任
し
た
と
す
る
記
事
で
あ
る
。

広
嶋
の
後
を
受
け
て
第
二
十
七
代
と
し
て
就
任
し
た
。
お
そ
ら
く
広
嶋
没
後

に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
広
嶋
の
子
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
。

「弟
山
」
に
つ
い
て
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
条
に
、

新
た
に
造
れ
る
院

一
所
。
山
代
の
郷
の
中
に
あ
り
。
郡
家
の
西
北
二

里
な
り
。
教
堂
を
建
立
す
。
［住
む
僧

一
嘔
。］
飯
石
郡
の
少
領
出
雲

の
臣
弟
山
が
造
れ
る
な
り
。
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と
あ
る
。
「院
」
は
寺
院
、
「教
堂
」
は
講
堂
の
意
。
こ
の
記
事
か
ら
、
「弟
山

の
本
拠
地
は
飯
石
郡
で
は
な
く
意
宇
郡
大
庭
の
出
雲
臣

一
族
の
本
拠
地
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
」
「
古
代
出
雲
し
。
コ
」
の
山
代
郷
に
は
国
造
家
が
あ
る
の

で
、
国
造
家
の
た
め
に
菩
提
寺
を
建
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
「
出
雲
神

話
の
誕
生
し
。

ま
た

『
出
雲
国
風
土
記
』
飯
石
郡
の
条
末
に
も

「郡
司
　
少
領
　
外
従
八

位
上
　
出
雲
臣
」
と
署
名
が
ぁ
る
。
こ
の

「出
雲
臣
」
も
弟
山
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
弟
山
は
天
平
五
年

（亡

壬
こ

に
飯
石
郡
少
領
と
し
て

『
出
雲
国

風
土
記
』
飯
石
郡
条
の
作
成
に
関
係
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「出
雲
国
計
会

帳
」
天
平
五
年
九
月
に
も
、
「飯
石
の
郡
少
領
外
従
八
位
上
出
雲
臣
弟
山
、

伝
馬
参
匹
を
給
は
り
て
還
却
し
ま
を
す
状
」
と
す
る
記
事
が
あ
る
。

◆

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
二
年

（七
五
〇
）
二
月
四
日
条

二
月
癸
亥
、
天
皇
、
大
安
殿
に
御
し
ま
す
。
出
雲
国
造
外
正
六
位
上
出
雲
臣
弟

山
、
神
斎
賀
詞
を
奏
す
。
弟
山
に
外
従
五
位
下
を
授
く
。
自
余
の
祝
部
に
位
を

叙
す
る
こ
と
差
有
り
。
並
び
に
絶
綿
を
賜
ふ
こ
と
、
亦
各
差
有
り
。

「天
皇
、
大
安
殿
に
御
し
ま
す
」
と
あ
る
の
で
、
聖
武
天
皇
が
直
接
奏
聞

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
出
雲
国
造
の
神
賀
詞
奏
上
は
、
こ
の
よ
う
に
天
皇
が

直
接
奏
聞
す
る
も
の
だ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「大
安
殿
」
は
大
極
殿

を
い
う
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
内
裏
の
正
殿
と
解
す
べ
き
。

「神
斎
賀
詞
を

奏
す
」
、
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
天
平
十
八
年
だ

っ
た
の
で
、
第

一
回
の

神
賀
詞
の
奏
上
は
四
年
後
。
規
定
で
は

一
年
後
な
の
で
、
な
に
か
理
由
が
あ
つ

た
か
。
「外
従
五
位
下
」
に
つ
い
て
、
「式
部
省
式
で
は
四
階
の
昇
叙
だ
が
、

こ
こ
で
は

一
階
。
た
だ
し
弟
山
は
任
国
造
の
時
の
叙
位
か
ら
既
に
三
階
昇
叙

し
て
い
る
。
併
せ
て
四
階
」
（新
大
系
）。

◆

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
二
年

（七
五
こ

一
一月
二
十
二
日
条

○
乙
亥
、
出
雲
国
造
出
雲
臣
弟
山
、
神
賀
詞
を
奏
す
。
位
を
進
め
物
を
賜
ふ
。

出
雲
国
造
弟
山
に
よ
る
二
回
目
の
神
賀
詞
奏
上
の
記
事
。　
一
年
の
斎
を
経

て
の
奏
上
な
の
で
、
規
定
通
り
。
奏
上
の
記
事
が
二
月
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
は
注
意
す
べ
き
。

◆

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年

（七
六
四
）
正
月
二
十
日
条

○
戊
午
、
外
従
七
位
下
出
雲
臣
益
方
を
国
造
と
す
。

「出
雲
国
造
系
図
に
、
弟
山
の
子
、
第
二
十
八
代
国
造
と
あ
る
。
本
条
で

出
雲
国
造
と
な
り
、
三
年
後
の
神
護
景
雲
元
年
に
神
賀
事
を
奏
し
て
外
従
六

位
下
か
ら
外
従
五
位
下
に
、
そ
の
翌
年
二
月
に
三
度
目
の
神
賀
事
を
奏
し
て

外
従
五
位
上
に
昇
叙
。
本
条
で
は
外
従
七
位
下
、
式
部
省
式
上
に
よ
れ
ば
、

出
雲
国
造
に
任
じ
ら
れ
る
と
位
階
を
四
階
進
め
ら
れ
る
。
本
条
で
出
雲
国
造

に
任
じ
ら
れ
た
益
方
は
、
こ
れ
よ
り
外
従
六
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
」
（新
大
系
）。

「国
造
」
は
新
国
造
の
こ
と
。
こ
こ
で
改
め
て
新
国
造
に
つ
い
て
。

新
国
造
と
は
律
令
制
下
で
の
国
造
を
大
化
前
代
の
国
造
と
区
別
し
て
呼

ぶ
名
称
で
あ
る
。
律
令
制
下
の
国
造
は

一
国
の
行
政
権
は
国
司
に
委
ね
、

も
つ
ぱ
ら
国
単
位
の
神
祗
祭
祀
の
み
を
掌

っ
て
い
た

一
国

一
員
の
官
職
で
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あ
る
。
地
方
豪
族
の
族
長
が
祭
政
を
世
襲
し
て
支
配
し
た
大
化
前
代
の
国

造
と
は
実
質
的
に
ま
つ
た
く
異
な
る
官
職
と
い
え
る
。
が
、
こ
の
律
令
制

下
の
国
造
に
つ
い
て
は
律
令
国
家
成
立
以
前
か
ら
の
国
造
の
遺
制
で
あ
り
、

依
然
と
し
て
地
方
支
配
の
上
で
実
質
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
す

る
反
論
も
あ
る
」
「
神
と
巫
女
の
古
代
伝
承
論
Ｌ
。

◆

『続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年

（七
六
七
）
二
月
十
四
日
条

○
甲
午
、
東
院
に
幸
し
た
ま
ふ
。
出
雲
国
造
外
従
六
位
下
出
雲
臣
益
方
、
神
事

を
奏
す
。
例
り
て
益
方
に
外
従
五
位
下
を
授
く
。
自
余
の
祝
部
等
に
、
位
を
叙

し
物
を
賜
ふ
こ
と
差
有
り
。

通
常
は
国
造
就
任
の
一
年
後
な
の
に
、
益
方
の
神
賀
詞
奏
上
は

「神
護
景

雲
元
年
」。
な
ぜ
三
年
後
な
の
か
不
明
。
「東
院
」
は

「平
城
宮
内
の
東
拡
張

部
南
半
部
に
あ
つ
た
離
宮
的
施
設
で
、
本
来
東
宮
の
た
め
の
宮
で
あ

っ
た
。

発
掘
調
査
に
よ
つ
て
、
池
と
島
を
中
心
と
す
る
遺
跡
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
、
ま
た
緑
釉
の
瓦
も
発
見
さ
れ
て
い
る
」
（新
大
系
）。
「幸
」
と
あ
る
の

で
、
天
皇
が
奏
聞
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

◆

『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年

（七
二ハ
人
）
二
月
五
日
条

○
庚
辰
、
出
雲
国
国
造
外
従
五
位
下
出
雲
臣
益
方
、
神
事
を
奏
す
。
外
従
五
位

上
を
授
く
。
祝
部
の
男
女
百
五
十
九
人
に
爵
各

一
級
を
賜
ふ
。
禄
も
亦
差
有
り
。

益
方
は
外
従
五
位
下
か
ら
外
従
五
位
上

へ
な
の
で
、
通
常
と
異
な
り

一
階

だ
け
の
ア
ツ
プ
。
前
年
の
国
造
就
任
時
に
す
で
に
外
従
五
位
下
と
高
位
だ
っ

た
の
で
、
わ
ず
か
な
昇
叙
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「祝
部
の
男
女
百
五
十
九

人
」
は
、
出
雲
国
内
の
神
社
の
神
職
た
ち
を
指
す
。
神
亀
三
年
二
月
条
に
は

「自
余
の
祝
部

一
百
九
十
四
人
」
と
あ
っ
た
。
「祝
部
は
男
性
だ
け
で
な
く
、

女
性
を
含
ん
で
い
た
事
実
が
こ
の
記
録
か
ら
判
明
す
る
。
古
代
の
神
官
に
は

女
性
が
い
た
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
」
「
古
代
出
雲
し
。

◆

『
続
日
本
紀
』
宝
亀
四
年

（七
士
こ

九
月
八
日
条

〇
九
月
庚
申
、
外
従
五
位
下
出
雲
臣
国
上
を
国
造
と
す
。

『
続
日
本
紀
』
に
記
録
さ
れ
た
任
官

・
叙
位
の
記
事
は
書
類
上
だ
け
で
は

な
く
必
ず
儀
式
を
伴

っ
て
い
た
こ
と
は
、
「天
皇
、
南
苑
に
御
し
ま
す
。
従

五
位
下
安
宿
王
に
従
四
位
下
を
授
く
。
」
、
「天
皇
、
中
宮
に
御
し
ま
し
て
、

正
三
位
橘
宿
爾
諸
兄
に
従
二
位
を
授
け
た
ま
ふ
。
」
な
ど
か
ら
明
ら
か
。
国

造
の
任
官
に
お
い
て
も
、
実
際
に
補
任
式
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
。

こ
の
記
事
に
お
い
て
も
、
国
上
は
補
任
式
に
列
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

国
上
は
第
二
十
九
代
国
造
。
「出
雲
国
意
宇
郡
の
兵
衛
で
、
天
平
五
年
に

五
比
の
勘
籍
を
行
い
貢
上
さ
れ
た
こ
と
が
、
出
雲
国
計
会
帳
に
見
え
る
。
国

造
は
令
制
国
造
で
、
国
内
の
神
祗
祭
祀
を
と
り
し
き
る
」
（新
大
系
）。
な
お

国
上
に
は
神
賀
詞
奏
上
の
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
。
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ

て
行
わ
れ
な
か
つ
た
か
。
そ
れ
と
も
単
な
る
記
載
漏
れ
か
。

◆

『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年

（七
八
五
）
二
月
十
八
日
条

○
癸
未
、
出
雲
国
国
造
外
正
人
位
上
出
雲
臣
国
成
ら
、
神
吉
事
を
奏
す
。
其
の

儀
、
常
の
如
し
。
国
成
に
外
従
五
位
下
を
授
く
。
自
余
の
祝
ら
に
、
階
を
進
む

(7)



る
こ
と
各
差
有
り
。

「国
成
」
は
第
二
十
代
国
造
。
延
暦
元
年

（七
人
一
し

に
就
任
し
た
と

『
出

雲
国
造
系
図
』
に
あ
る
。
こ
れ
が

一
回
目
の
神
賀
詞
奏
上
。
神
賀
詞
奏
上
は

四
階
進
め
る
の
が
規
定
だ
が
、
国
成
は
外
正
八
位
上
か
ら
は
外
従
五
位
下

ヘ

と
九
階
上
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
と
が
低
す
ぎ
た
の
で
修
正
し
た
た
め
か
。

「其
の
儀
、
常
の
如
し
」
に
つ
い
て
、
『
古
代
出
雲
』
は

「こ
の
こ
ろ
に
な

る
と
神
賀
詞
奏
上
儀
礼
の
規
式
が
ほ
ぼ
完
成
し
、
そ
の
常
例
に
の
っ
と
っ
て

儀
礼
が
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

◆

『
続
日
本
紀
』
延
暦
五
年

（七
八
工Ｃ

一
一月
九
日
条

〇
二
月
己
巳
、
出
雲
国
国
造
出
雲
臣
国
成
、
神
吉
事
を
奏
す
。
其
の
儀
、
常
の

如
し
。
国
成
及
び
祝
部
に
物
を
賜
ふ
こ
と
、
各
差
有
り
。

国
成
に
よ
る
三
度
目
の
神
賀
詞
奏
上
の
記
事
。
奏
上
の
時
期
は
、
こ
れ
ま

で
の
例
か
ら
見
て
二
月
と
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

◆

『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年

（七
九
〇
）
四
月
十
七
日
条

○
癸
丑
、
従
六
位
下
出
雲
臣
人
長
を
出
雲
国
造
と
す
。

『続
日
本
紀
』
に
載
録
さ
れ
た
出
雲
国
造
に
関
す
る
最
後
の
記
事
。
「人
長
」

は
第
二
十

一
代
に
当
た
る
。
規
定
通
り
な
ら
ば
こ
の
あ
と
延
暦
十
年
と
翌
十

一
年
に
神
賀
詞
が
奏
上
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
続
日
本
紀
』
は
延
暦

十
年

（七
九
こ

ま
で
の
編
年
史
な
の
で
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

◆

『
類
衆
国
史
』
巻
十
九
神
祗
十
九
国
造
、
延
暦
十
四
年

（七
九
五
）
二
月
甲

子
条

出
雲
国
国
造
外
正
六
位
上
出
雲
臣
人
長
に
特
に
外
従
工
位
下
を
授
く
。
遷
都
に

縁
り
神
賀
事
を
奏
す
る
を
以
ち
て
な
り
。

こ
の
記
事
は
神
賀
詞
奏
上
の
記
事
と
し
て
は
異
例
。

「遷
都
に
よ
り
神
賀

詞
を
奏
す
る
を
以
ち
て
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
三
度
に
及
ぶ
通
例
の
神
賀
詞

奏
上
に
加
え
て
、
延
暦
十
二
年

（七
九
四
）
の
平
安
遷
都
に
合
わ
せ
て
臨
時

に
行
わ
れ
た
も
の
か
。

◆

『
類
衆
三
代
格
』
巻
七
郡
司
事

。
太
政
官
符

（延
暦
十
七
年

（七
九
人
と

応
に
出
雲
国
意
宇
郡
の
大
領
を
任
ず
べ
き
事

右
は
大
納
言
従
三
位
神
王
宣
せ
ら
る
る
に
俗
は
く
、
「勅
を

奉

る
に
、
昔
は

国
造
郡
領
の
職
員
に
別
有
り
。
各
其
の
任
を
守
り
て
敢

へ
て
違
越
せ
ず
。
慶
雲

三
年
以
来
国
造
を
し
て
郡
領
を
帯
ば
し
む
る
に
、
言
を
神
事
に
寄
せ
動
も
す
れ

ば
公
務
を
廃

つ
。
則
ち
閲
怠
有
り
と
雖
も
、
刑
罰
を
加

へ
ず
。
乃
ち
私
門
の
日

に
益
す
こ
と
有
り
て
公
家
に
利
せ
ず
。
民
の
父
母
還
り
て
巨
壼
と
為
れ
り
。
今

よ
り
以
後
、
宜
し
く
旧
例
を
改
め
国
造

。
郡
領
は
職
を
分
ち
て
之
を
任
ず
べ
し
。
」

レ
⊂
。

延
暦
十
七
年
二
月
廿
九
日

延
暦
十
七
年

（七
九
八
）
二
月
二
十
九
日
付
の
大
納
言
神
王
か
ら
出
さ
れ

た
、
出
雲
国
造
と
郡
の
大
領
職
兼
任
を
禁
止
す
る
よ
う
命
じ
た
太
政
官
符
。
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「神
王
」
は
み
わ
お
う
。
「八
世
紀
後
半
―
九
世
紀
初
め
の
皇
親
官
人
。
榎
井

親
王
の
子
。
榎
井
親
王
の
兄
に
光
仁
天
皇
が
い
る
。
妻
は
桓
武
天
皇
の
妹
美

努
摩
内
親
王
」
「
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
し
。
延
暦
十
五
年

（七
九
二Ｃ

七

月
に
大
納
言
に
昇
格
し
て
い
る
。

官
符
の
内
容
は
、
昔
は
、
国
造

（律
令
国
造
の
こ
と
）
は
神
祗
祭
祀
、
郡

領
は
行
政
と
明
確
な
区
別
が
あ
り
、
「其
の
任
を
守
り
て
敢
え
て
違
越
」
す

る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
慶
雲
三
年

（七
〇
工Ｃ

に
出
雲

国
造
の
郡
領
兼
任
を
許
可
し
た
と
こ
ろ
、
国
造
は
神
事
に
言
寄
せ
て
公
務
を

怠
る
こ
と
が
多
く
な
つ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
懲
罰
を
加
え
な
か
っ
た
た

め
に
、
私
腹
を
肥
や
す
ば
か
り
で

一
向
に
意
宇
郡
の
た
め
に
な
ら
な
い
ば
か

り
で
な
く
、
国
家
を
蝕
む
も
の
に
な

つ
て
い
る
。
「私
門
」
は

「公
家
」
＝

国
家
の
対
。
「巨
壼
」
の

「数
」
は
、
木
食
い
虫
、
蝕
む
も
の
の
意
。

本
来
、
民
衆
の
父
母
と
な
る
べ
き
者
が
国
家
を
蝕
む
者
と
な
つ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
国
造
と
郡
の
大
領
を
別
々
に
任
用
す
る
よ
う
に
と
し
た
官
符
。

こ
の
史
料
に
つ
い
て
、
瀧
音
能
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の

（延
暦
十
七
年
）
直
後
あ
た
り
に
出
雲
国
造
は
意
宇
郡
か
ら
出

雲
郡
の
杵
築
郷

へ
移
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
大
政

官
符
に
よ
る
と
、
慶
雲
二
年

（七
〇
一Ｃ

以
降
、
出
雲
国
造
は
意
宇
郡

の
大
領
を
兼
帯
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
延
暦
十
七
年
に
い
た
つ
て

意
宇
郡
の
大
領
を
解
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
機
会
に
出
雲
国

造
は
現
在
の
出
雲
大
社
で
あ
る
杵
築
大
社
の
祭
祀
に
専
念
す
る
よ
う
に

な
り
、
居
住
地
も
そ
れ
ま
で
の
東
部
の
意
宇
郡
か
ら
、
杵
築
大
社
の
あ

る
出
雲
郡
杵
築
郷

へ
と
移
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

太
政
官
符
で
は
、
出
雲
国
造
が
延
暦
十
七
年
の
段
階
で
意
宇
郡
の
大
領

を
解
か
れ
た
と
い
う
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
出
雲
国
造
が
い
つ

東
部
か
ら
西
部
に
移

っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
厳
密
な
こ
と
を
い
え
ば
不

明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
古
代
出
雲
の
社
会
と
信
仰
し

◆

『
類
衆
三
代
格
』
巻

一
神
宮
司
神
主
爾
宜
事

。
太
政
官
符

（延
暦
十
七
年
（七

九
人
じ

出
雲
国
造
、
神
事
に
託
け
て
多
く
百
姓
の
女
子
を
姿
り
て
妾
と
為
す
を
禁

ず
る
の
事

右
は
右
大
臣
宣
せ
ら
る
る
に
俗
は
く
、
「勅
を

奉

る
に
、
今
聞
く
、
承
前
の

国
造
は
神
主
を
兼
帯
し
、
新
任
の
日
に
即
ち
嫡
妻
を
棄

つ
。
例
り
て
多
く
百
姓

の
女
子
を
要
り
神
宮
の
采
女
と
号
け
て
、
便
り
に
婆
り
て
妾
と
為
す
こ
と
、
限

極
を
知
る
こ
と
莫
し
。
此
れ
は
是
妄
り
に
神
事
に
託
け
て
、
遂
に
浬
風
を
扇
ぐ
。

神
の
道
世
に
益
す
る
こ
と
豊
其
れ
然
ら
ん
や
。
今
よ
り
以
後
は
更
に
然
る
こ
と

を
得
ざ
れ
。
若
し
妾
を
嬰
り
て
神
事
に
供
ふ
る
こ
と
已
む
を
得
ざ
れ
ば
、
宜
し

く
国
司
を
し
て
名
を
注
し
密
封
し
て

一
女
を
卜
定
せ
し
む
べ
し
。
多
く
点
ず
る

こ
と
を
得
ず
。
如
し
此
の
制
に
違
は
ば
、
事
に
随
ひ
て
科
処
せ
む
。
筑
前
国
宗

像
神
主
、
此
に
準
ず
。

延
暦
十
七
年
十
月
十

一
日

こ
れ
も
大
納
言
神
三
か
ら
出
さ
れ
た
太
政
官
符
で
、
出
雲
国
造
の
妻
妾
を

婆
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
。，

「承
前
の
国
造
は
神
主
を
兼
帯
し
、
新
任
の
日
に
即
ち
嫡
妻
を
棄

つ
」
と

は
、
こ
れ
ま
で
出
雲
国
造
は
神
主
を
兼
務
し
て
い
た
た
め
に
国
造
に
選
任
さ

れ
る
と
、
「神
宮
の
采
女
」
と
名
付
け
て
妾
を
お
お
ぜ
い
作
っ
て
き
た
と
い

(9)



う
こ
と
。
「若
し
妾
を
嬰
り
て
神
事
に
供
ふ
る
こ
と
已
む
を
得
ざ
れ
ば
」
、
ど

う
し
て
も
神
事
に
奉
仕
さ
せ
る
た
め
に
妾
を
要
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら

ば
、
国
司
立
ち
会
い
の
も
と
卜
定
に
よ

つ
て

一
人
だ
け
選
ん
で
、
お
お
ぜ
い

選
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
す
る
な
。
も
し
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
厳
し

く
処
罰
す
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
出
雲
国
造
は
神
事
に
か
こ
つ
け
新
任
の
日
に
嫡
妻
を
捨
て
、
百

姓
の
女
子
を
ほ
し
い
ま
ま
に
妻
妾
に
し
て
際
限
が
な
か
つ
た
。
こ
う
し
た
浬

風
を
禁
止
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
官
符
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い

て
、
前
田
晴
人
は

「十

一
月
の
新
嘗
祭
の
祭
儀
に
関
す
る
沿
乱
な
風
習
を
政

府
は
禁
止
し
よ
う
と
し
た
の
だ
」
「
古
代
出
雲
）

と
指
摘
す
る
。
日
付
が
新

嘗
祭
を
前
に
し
た

「十
月
」
な
の
で
、
新
嘗
の
夜
の
神
婚
を
想
定
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
が
、
「新
任
の
日
」
と
あ
る
の
で
新
嘗
祭
の
祭
儀
と
は
異
な
る
こ

と
は
明
ら
か
。

◆

『
類
衆
国
史
』
巻
十
九
神
祗
十
九
国
造
、
延
暦
二
十
年

（人
○

こ

閏
正
月

戊
寅
日
条

出
雲
国
々
造
神
賀
事
を
奏
す
。

こ
の
国
造
は
誰
を
指
す
の
か
。
『
出
雲
国
造
系
図
』
に
よ
れ
ば
、
（
３‐
）
人

長
―
―

（
３２
）
千
岡

（延
暦
十
六
年
任
命
）
―
―
‐
（
３３
）
兼
連

（延
暦
二
十
二

年
任
命
）
―
―
‐
（
３４
）
旅
人

（弘
仁
元
年
任
命
）
―
―
‐
（
３５
）
豊
持

（天
長
三

年
任
命
）
と
な

っ
て
い
る
。
第
二
十
二
代
千
岡
な
ら
国
造
任
命
が
延
暦
十
六

年
な
の
で
、
神
賀
詞
奏
上
の
時
期
と
し
て
適
切
。

◆

『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年

（人
〇
五
）
九
月
二
十
七
日
条

出
雲
国
造
外
従
六
位
上
出
雲
臣
門
起
に
外
従
五
位
下
を
授
く
。

「門
起
」
は

「
「出
雲
国
造
系
図
」
に
見
え
な
い
。
延
暦
二
十
二
年
に
第
二

十
三
代
国
造
と
な

つ
た
兼
連
に
あ
た
る
が
、
こ
の
部
分
は

「出
雲
国
造
世
系

譜
」
と
の
間
に
異
同
が
見
ら
れ
る
。
」
（『
国
造

・
県
主
関
係
史
料
集
し
。

◆

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年

（人
一
こ

一二
月
二
十
七
日
条

○
辛
酉
、
出
雲
国
造
外
従
七
位
下
出
雲
臣
旅
人
に
外
従
五
位
下
を
授
く
。
神
賀

事
に
縁
り
て
な
り
。

「旅
人
」
は

『
出
雲
国
造
系
図
』
に
よ
れ
ば
第
三
十
四
代
国
造
。
弘
仁
元

年

（人
一
〇
）
に
就
任
。
翌
年
神
賀
事
奏
上
に
よ
り
、
外
従
五
位
下
に
叙
し

て
い
る
。

◆

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年

（八

〓

こ

一二
月
十
五
日
条

○
癸
酉
、
大
極
殿
に
御
し
ま
す
。
出
雲
国
造
外
従
五
位
下
出
雲
臣
旅
人
、
神
賀

辞
を
奏
す
。
斉
せ
て
献
物
有
り
。
禄
を
賜
ふ
こ
と
、
常
の
如
し
。

出
雲
臣
旅
人
に
よ
る
三
度
日
の
神
賀
詞
奏
上
。
規
定
通
り

一
年
間
の
斎
を

経
て
の
奏
上
で
あ
る
。
こ
の
と
き
嵯
峨
天
皇
が
大
極
殿
に
御
し
て
奏
聞
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

◆

『
類
衆
国
史
』
巻
十
九
神
祗
十
九
国
造
、
天
長
三
午

（人
一
天

）
二
月
甲
申
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条

詔
し
て
曰
く
、
「天
皇
が
詔

旨
ら
ま
と
宣
り
た
ま
ふ
詔
旨
を
聞
こ
し
め
さ

へ
と

宣
る
。
従
八
位
下
出
雲
臣
豊
持
を
、
国
造
に
任
じ
賜
ひ
て
、
冠
位
上
げ
賜
ひ
、

大
御
手
物
賜
は
く
と
宣
り
た
ま
ふ
詔
を
聞
こ
し
め
さ

へ
よ
と
宣
る
。
」
と
。

出
雲
臣
豊
持
を
出
雲
国
造
に
任
ず
る
宣
命
。
「天
皇
」
は
淳
和
天
皇

（人

一
三
～
八
≡
こ
。
「豊
持
」
は
第
二
十
五
代
出
雲
国
造
。

「ら
ま
」
は

「未
詳
。
「お
ほ
み
こ
と
ら
ま
」
「や

つ
こ
ら
ま
」
な
ど
の
形

で
用
い
ら
れ
、
抽
象
化
さ
れ
た
意
味
の
名
詞
を
作
る
」
「
岩
波
古
語
辞
典
し
。

祝
詞
や
宣
命
に
用
い
ら
れ
る
。
「大
御
手
物
」
は
用
例
の
な
い
語
で
あ
る
が
、

「大
御
」
が
天
皇
に
つ
け
る
敬
語
、
「手
物
」
が

「自
分
の
所
有
す
る
物
」

「
岩
波
古
語
辞
典
し

の
意
な
の
で
、
前
田
晴
人
に
よ
る
次
の
説
明
が
妥
当
だ

ろ
う
。
「負
幸
物
の
こ
と
で
は
な
く
、
位
階
を
有
し
た
官
人
と
し
て
の
国
造

に
授
け
ら
れ
た
特
別
の
禄
で
あ
ろ
う
。
負
幸
物
の
授
与
の
こ
と
は
残
念
な
が

ら
正
史
な
ど
に
は

一
切
記
録
が
見
え
な
い
」
「
古
代
出
雲
し
。

◆

『
類
衆
国
史
』
巻
十
九
神
祗
十
九
国
造
、
天
長
七
年

（△
一δ
）
四
月
乙
巳

条

皇
帝
大
極
殿
に
御
し
て
、
出
雲
国
国
造
出
雲
臣
豊
持
献
ず
る
所
の
五
種
の
神
宝
、

兼
ね
て
出
す
所
の
雑
物
を
覧
そ
な
は
す
。
宮
に
還
り
て
豊
持
に
従
六
位
下
を
授

′ヽ
。

前
の
記
事
に
あ

つ
た
よ
う
に
、
豊
持
は
天
長
二
年

（△

天
）
二
月
に
第

二
十
五
代
出
雲
国
造
に
就
任
し
て
い
る
。
就
任
か
ら
四
年
の
プ
ラ
ン
ク
が
あ
つ

て
神
賀
詞
を
奏
上
。
「五
種
の
神
宝
」
は
玉

・
横
刀

・
鏡

。
倭
文
な
ど
。
「兼

ね
て
出
す
所
の
雑
物
を
覧
そ
な
は
す
」
は
、
天
皇
が
献
上
さ
れ
た
馬

・
鵠

・

御
贅
な
ど
を
ご
覧
に
な
つ
た
の
意
。

◆

『
続
日
本
後
紀
』
天
長
十
年

（△
二
こ

四
月
二
十
五
日
条

○
壬
午
、
出
雲
国
司
、
国
造
出
雲
豊
持
ら
を
率
ゐ
て
神
寿
を
奏
す
。
斉
せ
て
自

馬

一
疋
、
生
雉

一
翼
、
高
机
四
前
、
倉
代
の
物
五
十
荷
を
献
ず
。
天
皇
大
極
殿

に
御
し
ま
し
て
、
其
の
神
寿
を
受
く
。
国
造
豊
持
に
外
従
五
位
下
を
授
く
。

豊
持
に
よ
る
三
度
日
の
神
賀
詞
奏
上
。
二
年
の
プ
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
「出

雲
国
司
」
か
ら
神
賀
詞
奏
上
に
は
国
司
が
引
率
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

前
田
晴
人
は

「『
延
喜
式
』
の
規
定
通
り
に
儀
礼
が
進
行
し
て
い
た
よ
う
だ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
式
の
期
間
が
規
定
通
り
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意

を
払
う
必
要
が
あ
る
。
儀
礼
の
形
骸
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
る
だ
ろ

う
」
「
古
代
出
雲
）

と
す
る
。

「雉
」
、
規
定
で
は
鵠
。
「高
机
」
は
机
に
載
せ
ら
れ
た
献
上
物
。
「倉
代
の

物
」
も
倉
の
代
わ
り
の
物
の
意
な
の
で
、
倉
に
収
蔵
さ
れ
て
い
た
献
上
の
物
Ю

「荷
」
は
荷
物
を
数
え
る
単
位
。　
一
荷
で
天
粋
棒
の
前
後
二
つ
の
荷
物
を
指

す
。「天

皇
大
極
殿
に
御
し
ま
し
て
」
に
つ
い
て
、
鳥
越
憲
三
郎

『
出
雲
神
話

の
誕
生
』
に
は
、
「国
造
弟
山
か
ら
後
は
天
皇
の
出
御
が
あ
っ
た
も
の
と
み

て
よ
か
ろ
う
。
」
と
あ
る
。
ま
た
神
賀
詞
奏
上
に
つ
い
て
は
、
『
続
日
本
紀
』

『
類
衆
国
史
』
『
続
日
本
後
紀
』
に
記
録
が
見
え
て
い
た
が
、
「た
ぶ
ん
こ
れ

以
後
は
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
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◆

『
類
衆
符
宣
抄
』
第

一

（諸
神
官
司
補
任
）
　

長
保
四
年

（
一
〇
〇
二
）

太
政
官
符
出
雲
国
司
内

正
六
位
上
出
雲
臣
孝
忠

右
、
去
ん
ぬ
る
五
月
十
五
日
、
彼
の
国
の
国
造
に
任
じ
畢
り
ぬ
。
国
宜
し
く
承

知
し
て
例
に
依
り
て
之
を
行
ふ
べ
し
。
符
到
ら
ば
奉
行
せ
よ
。

従
四
位
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
位
下
行
左
大
史

長
保
四
年
六
月
十
八
日

『
類
衆
符
宣
抄
』
は
七
三
七
～

一
〇
九
二
年
の
間
の
宣
旨

。
太
政
官
符
を

部
類
別
に
編
集
し
た
も
の
。
十
巻
。
現
存
人
巻
。

「孝
忠
」
は
、
『
出
雲
国
造
世
系
譜
』
に

「五
十
世
国
造
孝
綱
臣
」
の
弟
に

「孝
忠
」
と
あ
り
、
「早
世
」
と
あ
る
。
「符
」
は

「上
級
官
司
か
ら
直
属
被

官

へ
命
令
す
る
文
書
。
日
付
が
文
書
の
最
後
の
行
に
、
文
書
責
任
者
の
署
名

が
日
付
の
前
に
書
か
れ
る
の
が
形
式
上
の
特
徴
」
「
角
川
　
日
本
史
辞
典
し

と
あ
る
が
、
こ
の
符
で
は
文
書
責
任
者
は

「従
五
位
下
行
左
大
史
」。
「行
」

は
位
の
高
い
者
が
　
相
当
す
る
官
よ
り
も
低
い
官
に
就
く
と
き
、
行
と
い
う
。

左
大
史
は
正
六
位
上
相
当
。

◆

『
令
義
解
』
巻
二

凡
そ
天
神
地
祗
は
、
神
祗
官
、
皆
、
常
の
典
に
依
り
て
祭
れ
。
［謂
ふ

，」，」ろ
は
、

天
神
は
、
伊
勢
、
山
城
の
鴨
、
住
吉
、
出
雲
国
造
斎
く
神
ら
の
類
是
な
り
。
地
祗
は
、

大
神
、
大
倭
、
葛
木
の
鴨
、
出
雲
大
汝
神
ら
の
類
是
な
り
。
常
の
典
は
、
此
の
令
に
載

す
所
の
祭
祀
の
事
の
条
是
な
り
。］

神
祗
令
の
第

一
条
で
、
天
神
地
祗
は
み
な
神
祗
官
が
恒
例
に
よ
っ
て
祭
る

も
の
と
す
る
。
天
神
は
天
か
ら
下
つ
て
き
た
神
、
地
祗
は
も
と
も
と
土
地
に

い
る
神
。
義
解
の
注
に
、
天
神
の
一
つ
に

「出
雲
国
造
斎
く
神
」
を
挙
げ
て

い
る
。
こ
れ
は
出
雲
国
意
宇
郡
熊
野
坐
神
社
を
指
す
。
ま
た
地
祗
と
し
て
挙

が
つ
て
い
る

「出
雲
大
汝
神
」
は
、
大
国
主
命
を
祀
る
杵
築
大
社
。

◆

『
貞
観
儀
式
』
巻
十

太
政
官
曹
司
の
庁
出
雲
国
造
を
任
ず
る
の
儀

当
日
早
旦
、
掃
部
寮
預
め
座
を
設
く
。
［弁
大
夫
西
の
庁
、
式
部
東
の
庁
の
西
廂
。
］

式
部
の
録
、
史
生

。
省
掌
ら
を
率
ゐ
、
進
み
て
版
三
枚
を
中
庭
に
置
く
。
［尋

常
の
版
よ
り
南
に
去
る
こ
と
五
尺
に
、
宣
命
の
版
を
置
く
。
南
に
去
る
こ
と
四
許
丈
、

更
に
東
に
折
る
こ
と
一
許
丈
に
国
司
の
版
を
置
く
。
此
よ
り
西
に
去
る
こ
と
一
丈
に
宣

命
の
版
に
当
た
る
国
司
の
版
を
置
く
。］
詑
り
て
参
議
己
上
座
に
就
き
、
大
臣
召
使

を
呼
ぶ
。
称
唯
し
て
尋
常
の
版
に
就
く
。
大
臣
宣
し
て
式
部
省
の
召
使
を
喚
ぶ
。

称
唯
し
出
で
て
之
を
喚
ぶ
。
輔
称
唯
す
。
丞
代
進
み
て
版
に
就
く
。
大
臣
宣
し

て
参
り
来
。
丞
称
唯
し
て
上
大
臣
の
座
の
前
に
至
る
。
大
臣
国
造
の
名
簿
を
賜

ふ
。
丞
受
け
て
退
出
す
。
詑
り
て
輔
丞
各

一
人
録
二
人
入
り
て
座
に
就
く
。
詑

り
て
国
守
入
り
版
に
就
く
。
次
に
省
掌
任
じ
ら
れ
し
人
を
引
き
て
参
入
す
。

［任
人
版
に
就
く
。
省
掌
南
を
差
し
て
立
つ
。］
参
議
己
上
弁
大
夫
下
り
立
ち
、
及
び

式
部
座
よ
り
起
ち
定
む
る
と
こ
ろ
に
立
つ
。
弁
大
夫

一
人
版
に
就
き
、
制
を
宣

り
て
曰
く
、
「天
皇
が
詔
旨
ら
ま
と
宣
り
た
ま
ひ
し
く
。
其
の
位
其
の
出
雲
国

造
に
任
じ
賜
ひ
て
冠
位
を
上
げ
賜
ひ
御
平
物
賜
は
く
と
宣
る
」
と
。
国
司
任
ぜ

ら
れ
し
人
と
も
唯
と
称
し
、
再
拝
す
る
こ
と
両
段
、
手
を
拍
つ
こ
と
四
段
。
参
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議
己
上
及
び
弁
大
夫
以
下
、
還
り
て
本
の
座
に
就
く
。
掃
部
寮
進
み
て
贅
を
中

庭
に
敷
く
。
式
部
の
史
生
位
記
の
官
を
置
く
。
録

一
人
進
み
て
贅
に
就
き
、
位

記
を
賜
ふ
。
録

一
人
位
記
を
留
む
。
史
生
進
み
て
位
記
の
箇
を
撤
す
。
次
に
掃

部
寮
贅
を
撤
す
。
次
に
録

一
人
禄
所
に
進
み
唱

へ
て
賜
ふ
。　
一
物
を
賜
は
る
毎

に
手
を
拍
つ
。
［大
蔵
省
預
め
禄
を
庭
中
に
積
む
。
絶
十
疋
・
糸
廿
絢
・
布
廿
端
。
］

任
ぜ
ら
れ
し
人
絶
十
匹
を
持
ち
て
退
出
す
。
糸
布
は
蔵
部
相
随
ひ
て
持
ち
出
す
。

詑
り
て
各
退
出
す
。

太
政
官
曹
司
の
庁
で
行
わ
れ
る
出
雲
国
造
の
補
任
式
の
次
第
。
天
皇
の
臨

御
は
な
く
、
弁
大
夫
が
天
皇
の
宣
命

（
天
皇
が
詔
旨
ら
ま
と
宣
り
た
ま
ひ
し
く
。

其
の
位
其
の
出
雲
国
造
に
任
じ
賜
ひ
て
冠
位
を
上
げ
賜
ひ
御
平
物
賜
は
く
と
宣
る
し

を
読
み
上
げ
る
。

『
儀
式
』
は
、
朝
廷
の
恒
例

・
臨
時
の
儀
式
の
次
第
を
定
め
た
有
職
故
実

書
。
弘
仁

・
貞
観

・
延
喜
三
代
の

『
儀
式
』
が
作
ら
れ
た
が
、
現
存
す
る
の

は
こ
の

『
貞
観
儀
式
』
十
巻
の
み
。
「太
政
官
」
は
国
政
を
総
括
す
る
役
所

で
、
官
内
に
少
納
言

・
左
弁
官

・
右
弁
官
の
三
局
が
あ
る
。
「曹
司
」
は

「
口
頭
行
政
の
場
で
あ
る
朝
堂
の
外
に
設
け
ら
れ
た
、
主
と
し
て
文
書
行
政

の
た
め
の
諸
司
の
執
務
空
間
。
曹
司
の
庁
は
こ
こ
で
は
太
政
官
曹
司
庁
を
指

す
」
「
訳
注
日
本
史
料
　
延
喜
式
し
。
「ぞ
う
し
」
と
も
。
「掃
部
寮
」
は
朝
廷

諸
行
事
の
設
営
を
担
当
。
薦
、
席

（む
し
ろ
）、
床
、
贅
、
苫
、
蒲
、
蘭
、
簾

等
の
敷
設
及
び
洒
掃
を
担
当
。
「式
部
」
は
式
部
省
。
文
官
の
人
事

。
養
成

・

行
賞
な
ど
を
担
当
。
「版
」
は
木
の
板
。
「参
議
」
は
大
臣

・
納
言
に
次
ぐ
重

職
で
、
定
員
八
名
。
三
位
以
上
。

「弁
」
に
は
大
弁

（従
四
位
下
）
。
中
弁

（正
五
位
上
）
。
小
弁

（正
五
位
下
）
が
あ
り
、
左
右
で
定
員
六
名
。
「大
夫
」

は
五
位
の
者
の
称
。
「平
物
」
は
手
物
を
言
う
か
。
「史
生
」
は
官
位
相
当
の

な
い
雑
任
。
式
部
省
の
定
員
は
二
十
名
。
「録
」
は
主
典
で
四
等
官
。
記
録

。

文
案
の
検
討
な
ど
を
司

つ
た
。
七
位

・
八
位
相
当
。
「位
記
」
は
授
位
の
証

書
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
三

（神
祗
三
　
臨
時
祭
　
負
幸
）

出
雲
国
造
に
賜
は
る
負
幸
物

金
装
り
の
横
刀

一
日
、
糸
廿
絢
、
絹
十
疋
、
調
布
廿
端
、
鍬
廿
口
。

右
、
国
造
に
任
じ
詑
は
ら
ば
、
弁

一
人
、
史

一
人
、
神
祗
官
庁
に
就
く
。

［弁
の
座
を
伯
の
座
の
上
に
設
く
。
即
ち
弁
西
よ
り
入
り
座
に
就
く
。
史
の
座
は
前
敷

に
設
く
。
其
の
史
は
東
よ
り
入
り
座
に
就
く
。
］
次
に
伯
己
下
祐
己
上
、
次
ぎ
て

を
以
て
座
に
就
く
。
史

一
人
、
大
蔵
の
録

一
人
、
南
門
よ
り
入
り
て
座
に
就

く
。
［録
の
座
は
前
敷
に
設
く
。
］
史
、
官
掌
を
唱
び
て
仰
せ
て
云
は
く
、
「出

雲
の
国
司
斉
び
に
国
造
を
喚
せ
。
」
と
。
官
掌
、
国
司

。
国
造
を
率
ゐ
て
版

位
に
就
く
。
［国
造
版
位
に
就
き
、
国
司
次
に
立
ち
、
官
掌
西
に
立
つ
。
若
し
国
司

五
位
な
ら
ば
座
に
就
く
。
］
史
も
亦
神
部
を
喚
す
。
神
部

一
人
進
み
、
［木
綿
の

■
丼
び
に
手
組
を
著
す
。
］
大
刀
の
案
の
下
に
就
き
、
之
に
脆
く
。
時
に
弁
宣

り
て
曰
く
、
「出
雲
の
国
造
と
今
定
ま
り
給

へ
る
姓
名
に
負
幸
の
物
を
賜
は

く
と
宣
る
。
」
と
。
国
造
唯
と
称
す
。
再
拝
す
る
こ
と
両
段
、
手
を
拍

つ
こ

と
両
段
。
詑
り
て
大
刀
の
案
の
下
に
進
み
、
之
に
脆
く
。
神
部
大
刀
を
取
り

て
授
く
。
手
を
拍
ち
て
賜
ふ
。
［拍
手
す
る
こ
と
両
段
。
］
退
き
て
後
取
の
人
に

授
く
。
即
ち
版
位
に
就
く
。
次
に
大
蔵
の
録
国
造
を
喚
す
。
国
造
禄
の
下
に

就
き
脆
く
。
後
取

一
人
進
み
て
、
先
ず
糸
を
取
り
て
国
造
に
給
ふ
。
手
を
拍

つ
こ
と

一
度
、
賜
は
り
て
後
取
に
授
く
。
後
取
退
き
て
本
の
列
に
立

つ
。
絹
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布
鍬
も
亦
之
の
如
し
。
国
造
退
き
て
版
位
に
就
く
。
更
に
大
刀
を
取
り
て
出

づ
。
［後
取
前
に
立
つ
。
国
造
後
ろ
に
立
つ
。
其
れ
国
造
は
名
を
喚
び
及
び
禄
を
給

ひ
し
時
、
毎
度
唯
と
称
す
。
］
次
に
録
、
次
に
本
官
、
次
に
史
、
次
に
弁
退
出

す
。こ

の
条
項
は
、
新
し
い
出
雲
国
造
が
国
司
に
率
い
ら
れ
て
上
京
し
、
国
造

と
し
て
正
式
の
任
命
を
受
け
た
時
に
、
天
皇
か
ら
賜
る
負
幸
物
に
つ
い
て
記

し
た
条
項
。
「負
幸
物
」
は
、
出
雲
国
造
が
新
任
の
際
に
天
皇
か
ら
賜
る
品
々

の
総
称
で
、
右
に
よ
れ
ば

「金
装
り
の
横
刀

一
口
、
糸
廿
絢
、
絹
十
疋
、
調

布
廿
端
、
鍬
廿
口
」
が
そ
の
品
々
。

大
極
殿
で
補
任
式
が
行
わ
れ
た
あ
と
、
神
祗
官
に
移
動
し
て
負
幸
物
を
賜

る
。
弁
官
か
ら

「出
雲
の
国
造
と
今
定
ま
り
給

へ
る
姓
名
に
負
幸
の
物
を
賜

は
く
と
宣
る
」
と
の
宣
命
を
受
け
た
後
、
順
次
負
幸
物
を
拝
領
す
る
次
第
が

記
さ
れ
て
い
る
。
負
幸
物
を
授
与
す
る
さ
い
神
部
が
拍
手
し
て
渡
す
。
大
刀

は
二
回
、
そ
れ
以
外
は

一
回
。
こ
れ
は
何
の
た
め
な
の
か
。

「神
祗
官
」
は
朝
廷
の
祭
祀
を
担
当
す
る
官
司
。
伯
、
大
副

。
少
副
、
大

祐

・
少
祐
、
大
史

。
少
史
、
神
部
二
十
人
、
卜
部
二
十
人
、
使
部
三
十
人
、

直
丁
二
人
か
ら
な
る
。
史
は
主
典
で
正
八
位
上

・
従
八
位
上
。
「前
敷
」
は

庁
の
前
座
。
「官
掌
」
は
太
政
官
の
弁
官
の
下
に
い
る
官
で
庶
務
係
。
「唱
」

は

「唱
名
」
（名
簿
を
見
て
名
を
呼
ぶ
）。
「後
取
」
は
神
官
の
補
佐
の
仕
事
を

す
る
者
。
後
執
。
し
ど
り
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
三

（神
祗
三
　
臨
時
祭
　
寿
詞
）

国
造
神
賀
詞
を
奏
す

玉
六
十
八
枚

［赤
水
精
八
枚
。
白
水
精
十
六
枚
。
青
石
玉
四
十
四
枚
］、
金
銀
装
り

の
横
刀

一
口

［長
さ
二
尺
六
寸
五
分
］
、
鏡

一
面

［径
七
寸
七
分
］
、
倭
文
二
端

［長
さ
各

一
丈
四
尺
、
広
さ
二
尺
二
寸
。
並
び
に
案
に
置
く
］
、
自
眼
鵜
毛
馬

一
疋
、

自
鵠
二
翼

［軒
に
垂
ら
す
］、
御
贅
五
十
昇

［昇
別
に
十
籠
を
盛
る
］。

右
、
国
造
に
負
幸
物
を
賜
は
り
、
国
に
還
り
て
潔
斎
す
る
こ
と

一
年

［斎
の

内
に
重
刑
を
決
せ
ず
。
若
し
校
班
田
に
当
た
ら
ば
、
亦
停
め
よ
］。
詑
ら
ば
即
ち
国

司
は
国
造

・
諸
の
祝
部
井
び
に
子
弟
ら
を
率
ゐ
て
入
朝
す
。
即
ち
京
外
の
便

処
に
於
い
て
、
献
物
を
修
め
餅
る
。
神
祗
官
の
長
自
ら
監
視
す
。
預
め
吉
日

を
卜
し
、
官
に
申
し
て
奏
聞
す
る
こ
と
、
所
司
に
宣
り
示
す
。
又
後
の
斎
す

る
こ
と

一
年
、
更
に
入
朝
す
。
神
寿
詞
を
奏
す
る
こ
と
初
儀
の
如
し

［事
は

儀
式
に
見
ゆ
］。

凡
そ
国
造
神
寿
詞
を
奏
す
る
日
の
平
旦
、
神
祗
官
は
国
造
の
奏
事
を
試
む
。
座

料
の
調
薦
五
枚
を
賜
ふ
。

神
寿
を
奏
に
は
斎
す
る
こ
と

一
日
、
前
に
在
り
て
官
に
申
す
。
国
造
己
下
、
祝

。

神
部

。
郡
司

。
子
弟
五
色
の
人
ら
に
禄
を
給
す
。
但
し
其
の
人
数
は
、
臨
時
に

申
す
所
に
し
て
定
額
有
る
こ
と
無
し
。
禄
の
法
は
国
造
に
絹
廿
疋
、
調
布
六
十

端
、
綿
五
十
屯
と
す
。
祝

・
神
部
に
は
有
位
無
位
を
論
ぜ
ず
、
各
調
布

一
端
。

郡
司
各
二
端
。
子
弟
各

一
端
。

国
造
補
任
の
翌
年
に
行
わ
れ
る
の
が
、
国
造
に
よ
る
神
賀
詞
奏
上
の
儀
礼
。

一
年
間
の
潔
斎
を
終
え
て
行
わ
れ
る
。
国
司
は
国
造
や
祝
部
ま
た
子
弟
な
ど

を
引
率
し
て
都
に
入
り
、
京
外
の
適
当
な
場
所
で
献
上
物
を
整
え
る
と
あ
る
。

な
お

一
年
間
の
潔
斎
の
期
間
中
、
出
雲
で
は
重
刑
の
執
行
や
校
班
田
を
停
止

さ
れ
る
と
い
う
。
重
刑
と
は
謀
反

。
謀
大
逆

・
謀
叛

。
悪
逆

。
不
道

。
大
不
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敬

・
不
孝

・
不
義

の
人
罪
を
指
す
。
国
に
還

っ
て
さ
ら
に

一
年
、
後
の
斎

（潔
斎
）
を
し
て
再
び
上
京
し
、
初
度
と
同
じ
よ
う
に
も
う

一
度
神
賀
詞
を

奏
上
す
る
。

「自
鵠
二
翼
」

の
献
上
に
つ
い
て
、
西
郷
信
綱
は
垂
仁
紀
二
十
三
年
の
記

事
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
、
「ホ
ム
ツ
ワ
ケ
に
関
す
る
書
紀
の
記
事
が
な
か
っ

た
ら
、
神
賀
詞
中
に
自
鵠
の
生
御
調
が
登
場
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」

と
す
る

（『古
事
記
注
釈
　
第
二
巻
い
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
十

一

（太
政
官
　
国
造
）

凡
そ
出
雲
国
造
は
、
国
司
例
に
依
り
て
鐙
擬
し
て
言
上
せ
ば
、
即
ち
太
政
官
に

於
い
て
補
任
す
る
。
諸
国
の
郡
司
を
任
ず
る
儀
の
如
し
。
宣
命
及
び
叙
位
は
並

び
に
常
儀
の
如
し
。
禄
を
賜
ふ
こ
と
数
有
り
。
畢
ら
ば
弁
大
夫
及
び
史
各

一
人
、

神
祗
官
に
就
き
て
負
幸
物
を
給
ふ
。
国
に
還
り
て

一
年
斎
す
。
畢
ら
ば
国
司
国

造
を
率
ゐ
て
入
朝
し
、
神
寿
詞
を
奏
す
。
初
め
京
外
の
便
所
に
到
り
て
停
ま
り
、

献
物
を
修
め
餅
る
。
神
祗
官
に
申
し
て
預
め
吉
日
を
択
び
、
官
に
申
し
て
奏
聞

し
、
例
に
依
り
て
供

へ
進
れ
。
［後
の
斎
も
亦
此
に
准
ｔ
］
其
の
日
史
二
人
朝
堂

院
に
入
り
て
献
物
の
数
を
勘

へ
、
例
に
依
り
て
所
司
に
頒
ち
充
て
よ
。
［事
は

神
祗
式
及
び
儀
式
に
見
ゆ
。
］

出
雲
国
造
は
ま
ず
国
司
が
人
物
を
調
べ
て
太
政
官
に
言
上
す
る
と
あ
る
。

「詮
擬
」
の

「鐙
」
は
人
物
を
は
か
り
、
調
べ
る
。
人
物
を
選
び
、
官
に
つ

け
る
。
「擬
」
は
は
か
る
意
。
「詮
議
」
と
同
義
。
ま
た
補
任
は
郡
司
の
補
任

と
同
じ
よ
う
に
行
う
と
も
あ
る
。
国
司
の
補
任
に
つ
い
て
、
『
延
喜
式
』
巻

十

一

（太
政
官
　
郡
司
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

凡
そ
諸
国
鈴
擬
し
て
郡
司
の
大
少
領
を
言
上
す
べ
く
ん
ば
、
式
部
対
試

し
て
簿
を
造
れ
。
先
づ
大
臣
に
申
し
て
、
即
ち
奏
聞
せ
よ
。
詑
り
て
式

部
位
記
を
書
き
印
を
請

へ
。
其
の
後
太
政
官
に
於
い
て
、
式
部
先
づ
位

記
を
授
く
。
次
に
任
人
の
名
を
唱
ふ
る
こ
と
、
除
目
の
儀
の
如
し
。

［事
は
儀
式
に
見
ゆ
。］

「負
幸
物
」
に
つ
い
て
、
コ
」れ
で
み
る
と
負
幸
物
の
授
与
の
場
だ
け
は
神

祗
官
に
な

つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
負
幸
物
が
宗
教
的
な
意
味
を

お
び
た
下
賜
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。　
つ
ま
り
国
造
が
天
皇
に
献
上

す
る
神
宝
と
同
じ
性
質
で
、
し
か
も
国
造
の
献
上
品
と
同
じ
く
種
類
と
数
量

が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
物
品
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
国
造
の
神

宝
献
上
に
先
立

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
」
（『古
代
出
雲
し

「斎
」
に

つ
い
て
、
「玉
造
湯

（出
雲
国
意
宇
郡
）
で
の

一
年
間
の
沐
浴
潔

斎
」
「
訳
注
日
本
史
料
　
延
喜
式
Ｌ

と
す
る
注
が
あ
る
が
、
物
忌
み
を
玉
造

の
湯
で
の
斎
戒
沐
浴
に
限
定
す
べ
き
で
な
か
ろ
う
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
十
二

（中
務
省
　
神
寿
辞
）

凡
そ
出
雲
国
造
の
応
に
神
寿
辞
を
奏
す
べ
き
は
、
前
だ

つ
こ
と
二
日
、
内
舎
人

十
六
人
を
差
点
す
。
前
だ

つ
こ
と

一
日
、
版
位
を
大
極
殿
の
南
庭
に
置
く

［事

は
儀
式
に
見
ゆ
］。

「内
舎
人
」
は
天
皇

・
皇
后

・
皇
太
子
な
ど
に
近
侍
し
、
護
衛

・
雑
務
な

ど
に
当
た

っ
た
下
級
官
人
。
五
位
以
上
の
貴
族
の
子
孫
か
ら
選
任
さ
れ
た
。

中
務
省
に
所
属
し
、
定
員
九
十
人
。
毎
日
出
勤
す
る
長
上
官
。
「差
点
」
、
差
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は
選
ぶ
、
点
は
印
を
つ
け
る
意
。
「内
舎
人
は
こ
の
献
上
物
を
運
ぶ
こ
と
に

携
わ
る
の
で
あ
ろ
う
」
「
訳
注
日
本
史
料
　
延
喜
式
し

と
す
る
考
え
も
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
国
造
補
任
儀
礼
の
場
が
大
極
殿
の
南
庭
な
の
で
、
天

皇
を
警
護
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
十
八

（式
部
上
　
国
造
叙
位
）

凡
そ
初
め
て
出
雲
国
造
に
任
じ
ら
る
れ
ば
、
四
階
を
進
め
て
叙
す
。
其
れ
斎
畢

り
て
神
寿
詞
を
奏
す
。
又
四
階
を
進
め
て
叙
す
。
進
み
加

へ
て
応
に
五
位
に
至

る
べ
き
者
は
、
勅
の
処
分
を
聴
け
。

国
造
叙
位
に
関
す
る
条
項
。
出
雲
国
造
に
任
命
さ
れ
る
と
四
階
昇
叙
、
神

賀
詞
奏
上
ご
と
に
さ
ら
に
四
階
昇
叙
す
る
。
五
位
以
上
の
叙
位
に
は
天
皇
か

ら
授
与
が
あ
る
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
十
九

（式
部
下
　
神
寿
）

出
雲
国
造
神
寿
詞
を
奏
す

国
造
を
鐙
擬
す
る
こ
と
、　
一
に
郡
領
の
如
し
。
其
れ
位
を
叙
し
禄
を
賜
ふ
こ
と

並
び
に
常
式
有
り
。
斎
畢
ら
ば
諸
の
祝
部
を
率
ゐ
、
更
に
復
入
京
し
て
神
寿
詞

を
一奏
す

［警
躍
の
声
を
聞
か
ば
会
昌
門
の
外
に
列
立
せ
よ
。
後
の
斎
も
ま
た
同
じ
］。

其
の
日
、
諸
司
務
め
を
廃
む
。
若
し
叙
位
に
応
ず
る
者
あ
ら
ば
、
預
め
省
を
し

て
位
記
を
書
か
し
む
。
前
だ
つ
こ
と

一
日
、
録
は
史
生

。
官
掌
を
率
ゐ
て
、
竜

尾
道
よ
り
南
に
版
位
を
置
く

［事
は
儀
式
に
見
ゆ
］。

『
延
喜
式
』
巻
十

一
に
も
記
さ
れ
て
い
た
が
、
国
造
の
鉛
擬
は
郡
領
と
同

じ
よ
う
に
せ
よ
と
あ
る
。
式
部
省
式
下
三
十
六
条
に
は
、

諸
国
鉛
擬
し
て
大
領

・
少
領

。
び
に
主
政
帳
等
を
を
申
上
す
る
こ
と
は
、

毎
年
正
月
二
十
日
以
前
、
省
に
集
め
よ
。
予
め
丞

・
録

。
史
生

。
省
掌

を
差
し
て
、
其
の
事
に
専
当
せ
よ
。
詑
ら
ば
輔
以
下
の
座
を
省
内
の
便

処
に
設
け
、
史
生
を
し
て
其
の
簿
を
勘
造
せ
し
む
。
具
に
功
過
を
顕
は

し
、
其
の
名
簿
を
写
し
、
以
て
省
掌
に
授
く
。

と
あ
る
。

「警
躍
」
は

「天
皇
の
出
入
や
正
式
の
食
事
の
時
、
ま
た
は
貴
人
の
通
行

や
神
事
の
時
な
ど
に
、
声
を
か
け
て
人
々
を
か
し
こ
ま
ら
せ
、
先
を
払
う
こ

と
」
「
岩
波
古
語
辞
典
し
。
神
霊
や
貴
人
通
行
の
た
め
の
合
図
で
、
神
賀
詞

奏
上
の
場
合
は
天
皇
の
出
御
が
あ
る
た
め
。
大
本
昌
門
」
は
平
安
京
の
大
内

裏
朝
堂
院
の
門
。
十
二
堂
の
前
に
あ

っ
て
南
面
し
、
そ
の
外
に
朝
堂
院
の
正

門
応
天
門
が
あ
る
。
「竜
　
尾
道
」
は
平
安
京
大
極
殿
の
南
庭
に
上
る
通
路
。

竜
尾
と
も
。
り
ょ
う
び
。
『
訳
注
日
本
史
料
　
延
喜
式
』
に
は
、
「平
安
宮
の

大
極
殿
前
庭
に
設
け
ら
れ
た
高
欄

・
石
階
で
高
く
し
た
場
所
」
と
あ
る
。
平

安
京
造
営
に
当
た

つ
て
、
中
国
の
制
度
を
真
似
て
こ
う
名
付
け
ら
れ
た
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
二
十

（大
蔵
省
　
国
造
）

凡
そ
初
め
て
出
雲
国
の
国
造
に
任
じ
ら
る
れ
ば
、
物
を
賜
ふ
。
絶
十
匹
、
糸
廿

絢
、
鍬
廿
口
。
斎
畢
り
て
神
寿
辞
を
奏
さ
ば
、
絶
廿
疋
、
綿
五
十
屯
、
布
六
十

端
。
郡
司
に
布
二
反
。
祝
部
は
有
位
無
位
を
論
ぜ
ず
、
各
布

一
端
。

凡
そ
出
雲
国
造
に
禄
を
給
す
る
と
き
は
、
弁
官
式
部
並
び
に
集
む
。
式
部
、
国

造
以
下
の
名
を
唱
ふ
。
省
蔵
部
ら
を
率
ゐ
て
班
ち
給
ふ
。

(16)



国
造
補
任
と
神
賀
詞
奏
上
に
際
し
て
与
え
ら
れ
る
禄
に
つ
い
て
の
条
項
。

「蔵
部
」
は
大
蔵
省
の
職
員
。
出
納
の
作
業
に
従
事
。
伴
部
。
定
員
六
十
人
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
三
十
八

（掃
門
寮
）

出
雲
国
造
神
事
を
奏
す
る
に
御
座
を
設
く
。
告
朔
の
儀
に
同
じ
。

「告
朔
」
は
こ
う
さ
く
。
毎
月
朔
日
に
、
百
官
の
行
事
、
上
日

（
つ
と
め
び
）

を
記
し
た
文
を
天
皇
が
ご
覧
に
な
る
儀
式
。
正
月
は
二
日
か
四
日
に
行
わ
れ
、

後
に
は
、
正
月
、
四
月
、
七
月
、
十
月
の
月
初
め
だ
け
に
行
わ
れ
た
。

「
つ

い
た
ち
も
う
し
」
と
も
。

「御
座
」
に
つ
い
て
、
同
じ
巻
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

凡
そ
御
座
は
、
清
涼

。
後
涼
等

の
殿
に
は
錦
の
草
塾
を
設
く
。

［高

麗
錦
の
表
、
薫
地
は
錦
の
縁
。
緋
の
東
純
の
裏
。
］
紫
農
殿
に
は
黒
柿
木

の
椅
子
を
設
く
。
行
幸
に
は
赤
漆
の
床
子
。
［並
び
に
錦
の
褥
を
敷
く
。］

其
れ
神
事
並
び
に
仁
寿
殿
等
の
座
は
短
帖
を
設
く
る
こ
と
常
儀
の
如

し
。
中
宮

の
草
も
亦
御
に
同
じ
。
」
（『
延
喜
式
』
巻
三
十
人
　
掃
門
寮
）

「塾
」
は
平
地
の
小
高
い
丘
。
と
ん

（『広
漢
和
辞
典
し
。
「草
塾
」
は
高
さ

一
尺
三
寸
、
径

一
尺
六
寸
。
高
さ
人
寸
、
径

一
尺
六
寸
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
四
十
二

（左
右
京
職
　
斎
王
祓
）

凡
そ
斎
王
河
に
臨
み
て
祓
除
し
、
及
び
伊
勢
に
向
か
ふ
は
、
進

・
属
各

一
人
、

史
生

一
人
、
坊
令
二
人
、
兵
士
十
人
を
将
ゐ
、
前
駆
す
。
［出
雲
国
造
神
賀
詞
を

奏
す
。
大
唐
渤
海
等
の
国
に
遣
は
し
、
天
神
地
祗
を
祭
ら
し
む
。
若
し
く
は
上
道
等
の

日
、
及
び
蕃
客
入
朝
の
時
も
亦
同
じ
。
］

斎
王
が
賀
茂
川
で
楔
祓
を
行
い
伊
勢
に
下
向
す
る
等
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、

出
雲
国
造
が
神
賀
詞
奏
上
す
る
と
き
に
も
、
進

・
属
各

一
人
、
史
生

一
人
、

坊
令
二
人
が
兵
士
十
人
を
率
い
て
前
駆
す
る
と
す
る
。

「進
」
は
左
、
右
京

職
の
二
等
官
。
大
進

（従
六
位
下
）

一
人
、
少
進

（正
七
位
上
）
二
人
。
「属
」

は
左
、
右
京
職
の
四
等
官
。
大
属

（正
人
位
下
）

一
人
、
少
属

（従
八
位
上
）

二
人
。
「史
生
」
は
律
令
制
の
各
官
庁
に
所
属
し
た
下
級
官
人
。
公
文
を
繕

写
し
た
り
文
案
に
上
官
の
署
名
を
と
る
こ
と
を
役
日
と
し
た
。
官
位
相
当
な

く
、
定
員
は
各
庁
で
定
め
ら
れ
た
。

「坊
令
」
左
、
右
京
職
に
十
二
人
。
四

坊
に

一
人
。

◆

『
延
喜
式
』
巻
四
十
七

（左
兵
衛
府
　
小
儀
）

小
儀
は
、
告
朔

・
正
月
上
卯
日

・
臨
軒

・
授
位

・
任
官

・
十
六
日
踏
歌

。
十
七

日
賭
射

・
五
月
五
日

・
七
月
廿
五
日

ｏ
九
月
九
日

ｏ
出
雲
国
造
神
賀
詞
を
奏
す

。

皇
后
を
冊
命
す

。
皇
太
子
を
冊
命
す

。
百
官
賀
表

・
遣
唐
使
に
節
刀
を
賜
ふ

。

将
軍
に
節
刀
を
賜
ふ
を
謂
ふ
。

宮
中
で
行
わ
れ
る
儀
礼
は
大
儀

。
中
儀

・
小
儀
の
三

つ
に
分
か
れ
る
。
大

儀
は

「元
日

・
即
位

・
蕃
国
使
の
表
を
受
く
を
謂
ふ
」
。
中
儀
は

「元
日
宴

会

・
正
月
七
日

ｏ
十
七
日
大
射

・
十

一
月
新
嘗
祭
、
及
び
蕃
国
饗

へ
賜
ふ
を

謂
ふ
」。
「出
雲
国
造
神
賀
詞
を
奏
す
」
は
小
儀
。

「正
月
上
卯
日
」
は
卯
杖
を
献
上
す
る
日
。
「邪
鬼
を
払
う
杖
。
正
月
上
の

卯
の
日
に
、
大
学
寮
か
ら
、
後
に
は
諸
衛
府

。
大
舎
人
寮
か
ら
、
天
皇

。
中

宮

。
東
宮
な
ど
に
献
上
し
た
。
ヒ
イ
ラ
ギ

・
ナ
ツ
メ

・
桃

。
梅

。
椿
な
ど
を
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五
尺
三
寸
に
切
り
、
五
色
の
糸
を
巻
く
。
持
統
紀
に

「
己
卯
、
大
学
寮
、
杖

八
十
枚
を
献
る
」
と
あ
り
、
大
陸
の
風
を
模
倣
し
て
、
持
統
三
年
正
月
に
初

め
て
行
な
わ
れ
、
平
安
末
期
に
行
な
わ
れ
な
く
な

っ
た
員
『岩
波
古
語
辞
典
し
。

「臨
軒
」
は
天
皇
が
大
極
殿
に
出
御
す
る
こ
と
。
「十
六
日
踏
歌
」
は
踏
歌
節

会
。
「天
皇
が
紫
農
殿
で
踏
歌
を
ご
覧
に
な
り
、
そ
の
あ
と
五
位
以
上
の
群

臣
に
宴
を
賜
わ

っ
た
年
中
行
事
」
（同
）。
「賭
弓
」
は
の
り
ゆ
み
。
朝
廷
で

正
月
十
八
日
に
、
近
衛

・
兵
衛
の
舎
人
の
弓
射
を
試
み
る
儀
式
。
天
覧
が
あ

り
、
賭
物

（の
り
も
９

を
出
さ
れ
る
。
ズ
「
も
、
か
け
も
の
す
る
に
の
る
と

い
ふ
詞
あ
り
」
「
和
訓
栞
し
。
「七
月
十
五
日
」
は
相
撲
節
会
か
。
大
月
は
二

十
八
、
二
十
九
日
、
小
月
は
二
十
七
、
二
十
八
日
。

「冊
命
」
は
皇
后

。
皇

太
子
な
ど
を
定
め
る
と
き
、
詔
書
を
下
し
て
命
じ
る
こ
と
。
冊
立
と
も
。
冊

は
天
子
の
命
令
。
「賀
表
」
は
朝
延

。
国
家
に
め
で
た
い
こ
と
が
あ
る
と
き
、

臣
民
か
ら
奉
る
祝
い
の
文
。

使
用
テ
キ
ス
ト

小
島

・
直
木
・
西
宮

・
蔵
中

・
毛
利
校
注

・
訳

『
日
本
書
紀
　
３
』
（新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
４
　
一
九
九
八
年
六
月
　
小
学
館
）

植
垣
節
也
校
注

・
訳

『
風
上
記
』
（新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５
　
一
九
九
七
年
十
月

小
学
館
）

竹
内
理
三
編

『寧
楽
遺
文
　
上
巻
』
貧

九
六
二
年
九
月
　
東
京
堂
出
版
）

青
木
・
稲
岡
。
笹
山

。
白
藤
校
注

『
続
日
本
紀
　
一
～
五
』
（新
日
本
古
典
文
学
大
系

‐２
～
‐６
　
一
九
人
九
年
二
月
～
一
九
九
八
年
二
月
　
岩
波
書
店
）

『
日
本
後
紀
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系

〈普
及
版
〉

一
九
七
五
年
六
月
　
士口川
弘
文
館
）

『
続
日
本
後
紀
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系

〈普
及
版
〉

一
九
七
六
年
四
月
　
士口
川
弘
文

館
）

『
類
衆
国
史
　
前
篇
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系
第
五
巻
　
一
九
六
五
年
二
月
　
士］
川
弘

文
館
）

『
類
衆
三
代
格
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系
第
二
十
五
巻
　
一
九
六
五
年
人
月
　
吉
川
弘

文
館
）

『
類
衆
符
宣
抄
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系
第
二
十
七
巻
　
一
九
六
五
年

一
月
　
士
口
川
弘

文
館
）

『
令
義
解
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系

〈普
及
版
〉

一
九
七
四
年
二
月
　
吉
川
弘
文
館
）

『
延
喜
式
　
一則
編

。
中
編

・
後
編
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系

〈普
及
版
〉

一
九
七
四
年

四
月

。
一
九
七
四
年
四
月
　
士
［
川
弘
文
館
）

『
儀
式
』
（新
訂
増
補
故
実
叢
書
３‐
　
一
九
五
二
年
十
月
　
明
治
図
書
出
版
）

佐
伯
有
清

・
高
嶋
弘
志
編

『
国
造

・
県
主
関
係
資
料
集
』
貧

九
八
二
年
四
月
　
近
藤

出
版
社
）

参
考
文
献

坂
本
太
郎

・
平
野
邦
雄
監
修

『
日
本
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』
２

九
九
〇
年
十

一
月

吉
川
弘
文
館

和
田
　
奉

「出
雲
国
造
と
変
若
水
」
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
１１２
集

二
〇
〇
四
年
二
月
）

前
田
晴
人

『
古
代
出
雲
』
（歴
史
文
化
ラ
イ
プ
ラ
リ
１
２‐９
　
一
一〇
〇
六
年
十

一
月
　
吉

川
弘
文
館
）

鳥
越
憲
二
郎

『
出
雲
神
話
の
誕
生
』
（学
術
文
庫
　
一
一〇
〇
六
年
十
月
　
講
談
社
。

旧
版

『
出
雲
神
話
の
成
立
』

一
九
六
六
年
　
創
元
社
）

瀧
音
能
之

『
古
代
出
雲
の
社
会
と
信
仰
』
金

九
九
八
年
十
二
月
　
雄
山
閣
出
版
）

西
郷
信
綱

『
古
事
記
注
釈
　
第
二
巻
』
貧

九
人
八
年
人
月
　
平
凡
社
）

保
坂
達
雄

『
神
と
巫
女
の
古
代
伝
承
論
』
↑
一〇
〇
三
年
二
月
　
山石
田
書
院
）

虎
尾
俊
哉
編

『
訳
注
日
本
史
料
　
延
喜
式
　
上

。
中
』
公
一〇
〇
〇
年
二
月

・
二
〇
〇

七
年
六
月
　
集
英
社
）
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